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（
法
務
委
員
会
）

総
合
法
律
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
八
十
九
回
国
会
閣
法
第
五
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要

旨

本
法
律
案
は
、
法
的
援
助
を
要
す
る
者
の
多
様
化
に
よ
り
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
支

援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
業
務
と
し
て
、
認
知
機
能
が
十
分
で
な
い
者
及
び
大
規
模
な
災
害
の
被
災
者
等
を
援
助
す
る
業

務
を
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

認
知
機
能
が
不
十
分
な
高
齢
者
・
障
害
者
の
法
的
支
援
の
充
実

１

認
知
機
能
が
十
分
で
な
い
た
め
に
自
己
の
権
利
の
実
現
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
、
近
隣
に
居
住
す
る
親

族
が
い
な
い
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
弁
護
士
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
自
発
的
に
求
め
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
者
に
対

し
、
資
力
を
問
わ
な
い
法
律
相
談
を
行
う
。

２

認
知
機
能
が
十
分
で
な
い
た
め
に
自
己
の
権
利
の
実
現
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
の
場
合
に
は
、
民
事
裁

判
等
手
続
の
準
備
及
び
追
行
に
限
定
さ
れ
て
い
る
代
理
援
助
・
書
類
作
成
援
助
の
対
象
行
為
を
、
一
定
の
行
政
不
服
申
立

手
続
ま
で
拡
大
す
る
。
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二

大
規
模
災
害
の
被
災
者
の
法
的
支
援
制
度
の
創
設

一
定
の
大
規
模
災
害
の
被
災
者
に
対
し
、
資
力
を
問
わ
な
い
無
料
法
律
相
談
を
行
う
。

三

ス
ト
ー
カ
ー
等
被
害
者
の
法
的
支
援
制
度
の
創
設

特
定
侵
害
行
為
（
つ
き
ま
と
い
等
、
児
童
虐
待
及
び
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
）
を
現
に
受
け
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
者
に
対
し
、
資
力
を
問
わ
ず
、
特
定
侵
害
行
為
の
防
止
に
関
し
て
必
要
な
法
律
相
談
を
行
う
。

四

支
援
セ
ン
タ
ー
の
責
務
の
明
確
化

支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
で
あ
る
弁
護
士
の
資
質
の
向
上
等
に
関
す
る
支
援
セ
ン
タ
ー
の
責
務
を
明
確
化
す
る
。

五

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
援
助
の
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

の
業
務
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
有
効
期
限
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
技
術
的
な
修
正
が
行
わ
れ
た
。


